
愛西市立草平小学校 暴風警報が解除されたときの通学団集合時刻 （詳細は裏面参照）　　

暴風警報解除による登校時刻（詳細は裏面参照）

区分 暴風警報解除 授業の開始 登校時刻 新西馬

藤浪団地
北堤外
南堤外

五軒家第二
十二城

松川
五軒家第一
大野山
鷹場

西佐屋川

草平団地
草平台
足立川

池西１・２
新開１～３

池西３・４
堤下
道東
新開４
中切

1
午前6時30分までに暴風
警報が解除された場合

平常通り 平常通り 平常通り 平常通り 平常通り 平常通り 平常通り

2
午前6時30分から午前11
時00分に暴風警報が解
除された場合

第5時限から
授業（昼食は
家で食べてく
る）

13:40 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25

3
午前11時00分までに暴風
警報が解除されない場合

授業中止
（休校）

授業中止
（休校）

授業中止
（休校）

授業中止
（休校）

授業中止
（休校）

授業中止
（休校）

授業中止
（休校）

児童の登校について 通学団別集合時刻

平成29年9月1日


